
 

第 35 回沖縄県新型コロナウイルス感染症対策本部会議 

 

日 時：令和２年７月 10 日(金)本会議終了後～ 

場 所：県庁６階 第１・第２特別会議室     

 

次    第 

 

１ 開 会 

 

２ 議 題 

（１）警戒レベル指標における「感染地域」の定義について 

 

３ 報告事項 

（１）沖縄県内における新型コロナウイルス感染症患者の発生等について 

 

（２）米軍基地内における新型コロナウイルス感染症患者の発生等について 

 

（３）宿泊療養施設及び検体採取の設置について 

 

４ 閉 会 



令和２年７月 10 日 

総 括 情 報 部  

資料１ 
 

「感染地域」の考え方について 

現在、東京都（本日の感染者数 243 名）などの地域において、感染

が拡大する状況があり、県内において確認された感染者すべてが移

入例となっている。 

 

このことから、感染が拡大する地域（以下「感染地域」という）から

の、または、感染地域への渡航者に対し、渡航について慎重に検討す

ることや感染対策の徹底等を強く呼び掛ける必要があり、感染地域

を特定するため、その定義を定める必要がある。 

 

【定義案１】「人口 10 万人あたり新規陽性者数 2.5 人」（国が定める介入

必要） 

7/11 時点：埼玉県（2.55）東京都（6.24）鹿児島県（6.47） 

 

【定義案２】「人口 10 万人あたり新規陽性者数 1.0 人」（県の警戒指標第

２段階への移行条件） 

7/11 時点：埼玉県（2.55）東京都（6.24）鹿児島県（6.47）千葉県（1.3）
神奈川県（1.43）京都府（1.32）大阪府（1.07） 

 

【定義案３】当該都道府県が、県外への移動自粛要請をしている場合 

7/11 時点：東京都（6.24） 

 

【参考】他県の状況 

・長野県：１週間の人口 10 万人あたりの感染者数 0.5 以上（黄）1.0 以上（赤）との 

往来は慎重な行動を求めている 

・静岡県：県境を跨ぐ不要不急の移動制限として①慎重に行動②注意して訪問可③訪

問可の３区分 

・宮崎県：１週間の人口 10 万人あたりの感染者数を参考にクラスター発生状況や自県

との距離を勘案して設定（原則 1.0 以上） 

・鳥取県：鳥取県の警戒指標に応じて、他県を評価して３累計区分している 

① 特別感染警戒地域：各地域の１週間の新規感染者が人口 10 万人当たり 2.5 人～ 

② 重要感染警戒地域：各地域の１週間の新規感染者が人口 10 万人当たり 1.0 人～ 

③ 感染警戒地域：各地域の直近１週間の新規感染者が人口 10 万人当たり 0.2 人～ 






